
〔
商
法
　
四
三
九
〕
　
商
法
二
六
条
一
項
の
商
号
の
続
用
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例

（
纈
鱒
壁
、
備
誕
目
購
勝
麹
）

半り例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
本
件
に
つ
い
て
、
本
件
営
業
の
譲
渡
人
が
自
己
の
商
号
（
株
式
会

社
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
を
同
時
に
営
業
自
体
の
名
称
で
あ
る
屋
号

（
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
譲
渡
人
の

「
商
号
」
を
譲
受
人
が
「
屋
号
」
と
し
て
引
き
続
き
続
用
し
た
こ
と

は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
被
告
は
、
商
法
二
六
条
一
項
に
よ
り
、
本
件
消
費

貸
借
契
約
に
基
づ
く
訴
外
A
の
原
告
X
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
す
べ

き
責
任
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕
　
商
法
二
六
条

〔
事
　
実
〕

　
X
は
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
、
訴
外
A
に
対
し
、
五
八
五
〇
万
円

を
貸
し
渡
し
た
が
、
A
は
、
平
成
二
年
一
月
ま
た
は
二
月
こ
ろ
、

Y
に
対
し
、
営
業
譲
渡
を
し
た
。

　
Y
は
、
A
か
ら
営
業
譲
渡
を
受
け
た
後
、
A
が
使
用
し
て
い
た
校

舎
、
黒
板
、
机
、
い
す
な
ど
の
教
室
設
備
、
看
板
、
事
務
局
用
の
設

備
、
学
生
ラ
ウ
ン
ジ
用
設
備
、
掲
示
板
等
の
訴
外
A
の
学
校
運
営
に

関
す
る
設
備
一
式
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
A
が
持
っ
て
い
た
学
校
運

営
、
講
義
、
お
よ
び
学
生
指
導
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
そ
の
ま
ま
利
用

し
、
「
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
の
屋
号
を
含
む
い
わ
ゆ
る
暖
簾
を
承
継
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し
て
「
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
を
現
実
に
運
営
し
て
い
る
。
ま
た
、
九

段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
案
内
表
示
に
は
、
「
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
株
）
九

段
学
園
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
Y
の
平
成
二
年
度
の
夏

期
講
習
募
集
要
項
に
は
、
「
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
平
成
元
年
の

設
立
以
来
、
一
貫
し
て
医
科
系
学
部
を
志
す
方
々
の
み
を
対
象
に
学

習
指
導
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
X
は
、
Y
に
対
し
て
、
商
法
二
六
条
に
よ
り
、
前
記
貸

金
の
残
高
金
四
二
〇
五
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
。

〔
判
　
旨
〕

「
営
業
の
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
商
号
を
続
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
そ
の
屋
号
を
続
用
し
て
い
る
場
合
に
も
、
商
法
二
六
条
を
適
用

し
て
、
譲
受
人
に
対
し
、
譲
渡
人
の
債
務
を
弁
済
す
べ
き
責
任
を
負

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
営
業
譲
渡
前
に
譲
渡
人
が
そ
の
商
号
を
同

時
に
屋
号
（
営
業
自
体
の
名
称
）
と
し
て
も
使
用
し
て
い
た
場
合
に

は
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
商
号
を
自
己
の
商
号
と
し
て
で
は
な
く
屋

号
と
し
て
続
用
す
る
こ
と
も
、
商
法
二
六
条
一
項
に
い
う
「
譲
渡
人

ハ
商
号
ヲ
続
用
ス
ル
場
合
」
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
商
法
二
六
条
一
項
が
譲
受
人
に
譲
渡
人
の
営
業
上
の

債
務
の
弁
済
義
務
を
負
わ
せ
た
理
由
は
、
商
号
が
続
用
さ
れ
る
場
合

は
、
営
業
主
の
交
代
を
債
権
者
が
認
識
す
る
の
は
容
易
で
な
く
、
交

代
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
譲
渡
人
に
対
し
て
債
権
保
全

の
措
置
を
講
ず
る
機
会
を
失
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
て
、

個
々
の
具
体
的
な
知
、
不
知
を
問
わ
ず
、
商
号
の
続
用
を
用
件
と
し

て
、
法
定
の
責
任
と
し
て
譲
渡
人
と
同
一
の
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
譲
渡

人
が
自
己
の
商
号
を
同
時
に
営
業
自
体
の
名
称
（
い
わ
ゆ
る
「
屋

号
」
）
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
譲
渡
人
の
「
商
号
」
を
譲

受
人
が
「
屋
号
」
と
し
て
引
き
続
き
続
用
す
る
場
合
も
営
業
主
の
交

代
を
債
権
者
が
容
易
に
知
り
え
な
い
こ
と
は
、
商
号
続
用
の
場
合
と

大
き
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

「
本
件
に
つ
い
て
、
本
件
営
業
の
譲
渡
人
が
自
己
の
商
号
（
株
式
会

社
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
を
同
時
に
営
業
自
体
の
名
称
で
あ
る
屋
号

（
九
段
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
譲
渡
人
の

「
商
号
」
を
譲
受
人
が
「
屋
号
」
と
し
て
引
き
続
き
続
用
し
た
こ
と

は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
被
告
は
、
商
法
二
六
条
一
項
に
よ
り
、
本
件
消
費

貸
借
契
約
に
基
づ
く
訴
外
A
の
原
告
に
対
す
る
債
務
を
弁
済
す
べ
き

責
任
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
　
究
〕

【
　
本
件
は
、
営
業
の
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
商
号
を
「
屋
号
」
と
し

て
続
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
商
法
二
六
条
一
項
を
適
用
し
た
も
の
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で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
中
心
に
以
下
で
検
討
す
る
。

二
　
商
法
二
六
条
は
、
営
業
譲
渡
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
の

「
商
号
を
続
用
」
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
人
の
営
業
に
よ
っ
て
生
じ

た
債
務
に
つ
い
て
、
譲
受
人
も
そ
の
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
。
本

件
は
、
商
号
で
は
な
く
「
屋
号
」
と
し
て
続
用
し
た
場
合
で
あ
る
。

本
件
は
、
本
条
の
趣
旨
を
、
「
商
法
二
六
条
一
項
が
譲
受
人
に
譲
渡

人
の
営
業
上
の
債
務
の
弁
済
義
務
を
負
わ
せ
た
理
由
は
、
商
号
が
続

用
さ
れ
る
場
合
は
、
営
業
主
の
交
代
を
債
権
者
が
認
識
す
る
の
は
容

易
で
な
く
、
交
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
譲
渡
人
に
対

し
て
債
権
保
全
の
措
置
を
講
ず
る
機
会
を
失
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い

こ
と
に
鑑
み
て
、
個
々
の
具
体
的
な
知
、
不
知
を
問
わ
ず
、
商
号
の

続
用
を
用
件
と
し
て
、
法
定
の
責
任
と
し
て
譲
渡
人
と
同
一
の
義
務

を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
」
と
解
し
た
う
え

で
、
「
譲
渡
人
が
自
己
の
商
号
を
同
時
に
営
業
自
体
の
名
称
（
い
わ

ゆ
る
「
屋
号
」
）
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
譲
渡
人
の
「
商

号
」
を
譲
受
人
が
「
屋
号
」
と
し
て
引
き
続
き
続
用
す
る
場
合
も
営

業
主
の
交
代
を
債
権
者
が
容
易
に
知
り
え
な
い
こ
と
は
、
商
号
続
用

の
場
合
と
大
き
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
」
と
し
て
、
屋

号
も
商
号
も
同
様
の
状
況
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
営
業
譲
渡
は
、
通
常
組
織
化
さ
れ
た
有
機
的
統
一
体
と

し
て
機
能
す
る
財
産
の
移
転
を
目
的
と
す
る
債
権
契
約
と
と
ら
え
る

の
が
、
学
説
上
の
多
数
説
で
あ
る
（
服
部
榮
三
・
星
川
長
七
編
『
基

本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
［
第
五
版
］
会
社
法
1
』
二
八
一
頁
）
。
そ

し
て
営
業
と
い
う
も
の
は
、
物
や
権
利
な
ど
の
積
極
財
産
や
営
業
に

生
じ
た
債
務
で
あ
る
消
極
財
産
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
大
隅
健
一

郎
『
商
法
総
則
〔
新
版
〕
』
二
九
〇
1
二
九
一
頁
、
高
鳥
正
夫
『
商

法
総
則
商
行
為
法
（
改
訂
版
）
』
七
七
頁
参
照
）
。
営
業
譲
渡
は
、
営

業
譲
渡
契
約
と
い
う
一
個
の
債
権
契
約
に
よ
っ
て
営
業
を
譲
渡
す
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
会
社
合
併
の
よ
う
な
包
括
承
継
で
は
な
い
か
ら
、

営
業
譲
渡
人
が
営
業
譲
受
人
に
対
し
て
負
う
移
転
義
務
を
履
行
す
る

た
め
に
は
、
営
業
を
構
成
す
る
各
部
分
に
つ
い
て
、
個
別
に
移
転
の

手
続
を
と
る
必
要
が
あ
る
（
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
』
一
三
八
頁
参

照
）
。
こ
う
し
て
、
譲
渡
人
の
営
業
上
の
債
務
は
、
他
の
営
業
の
構

成
要
素
と
と
も
に
、
契
約
に
お
い
て
特
に
除
外
し
な
い
限
り
、
通
常

譲
受
人
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
営
業
の
譲
渡
人

と
譲
受
人
の
間
で
営
業
上
の
債
務
が
移
転
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
譲

受
人
が
譲
渡
人
の
債
権
者
に
対
し
て
当
然
に
法
律
上
の
義
務
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
で
も
、
債
権
者
に
対

し
て
は
譲
受
人
が
依
然
と
し
て
責
任
を
負
い
、
譲
受
人
は
譲
渡
人
に

代
わ
っ
て
支
払
を
す
る
こ
と
に
よ
り
譲
渡
人
を
免
責
さ
せ
る
義
務
を

負
う
と
と
も
に
、
譲
渡
人
が
支
払
を
し
た
と
き
は
譲
渡
人
か
ら
の
求
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償
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
（
竹

内
昭
夫
「
商
法
二
八
条
の
広
告
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
」
法
学
協

会
雑
誌
九
八
巻
三
号
一
七
三
頁
）
。

　
通
常
営
業
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
債
権
者

に
対
し
直
接
的
に
履
行
義
務
を
負
う
た
め
に
は
、
債
権
者
と
譲
受
人

と
の
間
で
債
務
者
の
交
替
に
よ
る
更
改
契
約
（
民
法
五
一
四
条
）
や

債
務
引
受
契
約
な
ど
の
法
律
上
の
原
因
が
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
（
宮
内
竹
和
「
営
業
の
譲
渡
人
の
債
権
者
に
対
し
個
別
的
に
営
業

譲
渡
の
通
知
を
し
た
場
合
と
商
法
第
二
八
条
の
適
用
の
有
無
（
東
京

地
判
昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
四
日
評
釈
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
〇
二
号

九
四
頁
。
同
旨
、
大
森
忠
夫
『
新
版
・
商
法
総
則
講
義
』
二
五
四
頁
、

山
下
眞
弘
「
営
業
を
譲
受
け
た
旨
の
挨
拶
状
と
商
法
二
八
条
の
適
用

の
有
無
（
名
古
屋
地
判
昭
和
五
一
年
二
月
一
九
日
評
釈
）
」
企
業

法
研
究
二
七
一
輯
三
九
頁
、
鴻
・
前
掲
書
一
三
九
頁
）
。
そ
れ
故
、

商
法
二
六
条
の
よ
う
に
、
営
業
譲
渡
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
譲
渡
人

の
商
号
を
続
用
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
人
の
営
業
に
よ
っ
て
生
じ
た

債
務
に
つ
い
て
、
譲
受
人
も
そ
の
責
任
を
負
う
と
は
い
か
な
る
意
味

な
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
こ
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
商
法
二
五
条
に
な
ら
い
昭
和
一
三
年
の
商

法
改
正
の
際
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
田
中
耕
太
郎
『
改
正

商
法
並
有
限
会
社
法
解
説
』
（
昭
和
二
二
年
）
三
三
頁
以
下
、
梶
田

年
『
改
正
商
法
総
則
論
』
（
法
文
社
、
昭
和
一
六
年
）
二
三
三
頁
以

下
、
大
森
・
前
掲
書
二
五
六
頁
、
宮
田
信
夫
「
商
法
二
六
条
一
項
の

商
号
の
続
用
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
最
二
判
昭
和
三
八
年

三
月
一
日
）
」
法
曹
時
報
一
五
巻
五
号
（
昭
和
三
八
年
）
六
八
頁
、

実
方
正
雄
「
営
業
譲
渡
に
お
け
る
商
法
二
六
条
一
項
の
商
号
の
続
用

と
譲
受
人
の
弁
済
責
任
」
法
律
時
報
四
一
〇
号
（
昭
和
三
八
年
）
一

〇
三
頁
。
な
お
、
佐
々
穆
『
新
商
法
要
義
』
（
昭
和
一
一
年
）
三
三

頁
以
下
）
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
を
、
通
説
・
判
例
は
、
営
業
の
譲
受

人
が
譲
渡
人
の
商
号
を
続
用
す
る
場
合
に
は
、
従
前
の
営
業
上
の
債

権
者
は
営
業
主
体
の
交
替
を
知
ら
な
い
か
ら
、
譲
受
人
た
る
現
営
業

主
を
自
己
の
債
務
者
と
考
え
る
か
、
ま
た
は
営
業
譲
渡
の
事
実
を
知

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
譲
受
人
に
よ
る
債
務
の
引
き
受
け
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
る
の
が
常
態
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
譲
受
人
に

対
し
て
請
求
で
き
る
と
信
ず
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
こ
の
債
権
者
の

外
観
に
対
す
る
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
に
営
業
譲
受
人
の
弁
済
義
務

を
認
め
た
も
の
と
解
し
て
い
る
（
梶
田
年
『
改
正
商
法
総
則
論
』

（
法
文
社
、
昭
和
一
六
年
）
二
三
三
頁
以
下
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法

総
則
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
八
年
）
三
二
八
頁
。
同
旨
、
松
岡
誠
之

助
「
営
業
の
譲
受
人
が
譲
渡
人
の
商
号
に
「
株
式
会
社
」
と
い
う
文

字
を
付
加
し
た
商
号
を
使
用
す
る
場
合
と
商
法
二
六
条
（
東
京
地
判

昭
和
三
四
年
八
月
五
日
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
五
六
号
（
昭
和
三
七
年
）
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八
五
頁
、
宮
田
信
夫
「
商
法
二
六
条
一
項
の
商
号
の
続
用
に
当
た
ら

な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
最
二
判
昭
和
三
八
年
三
月
一
日
）
」
法
曹
時

報
一
五
巻
五
号
（
昭
和
三
八
年
）
六
七
ー
六
八
頁
、
境
一
郎
「
商
法

二
六
条
一
項
の
商
号
の
続
用
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
最
二

判
昭
和
三
八
年
三
月
一
日
）
」
民
商
法
雑
誌
四
九
巻
五
号
（
昭
和
三

九
年
）
七
〇
七
頁
、
松
尾
和
子
「
商
法
二
六
条
一
項
の
適
用
上
営
業

譲
渡
を
認
め
た
事
例
（
大
阪
地
判
昭
和
四
〇
年
一
月
二
五
日
）
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
三
八
九
号
（
昭
和
四
三
年
）
一
〇
六
頁
、
石
田
栄
一
「
営

業
の
現
物
出
資
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
会
社
が
出
資
者
の
商
号
を
続

用
す
る
場
合
と
商
法
第
二
六
条
の
類
推
適
用
（
最
判
昭
和
四
七
年
三

月
二
日
）
」
金
融
・
商
事
判
例
三
三
三
号
（
昭
和
四
七
年
）
四
頁
、

喜
多
川
篤
典
「
商
法
二
六
条
一
項
の
商
号
の
続
用
に
当
た
る
と
さ
れ

た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
九
号
（
昭
和
五
〇
年
）
一
一
九
頁
、
高

鳥
・
前
掲
書
八
三
頁
、
鴻
・
前
掲
書
一
四
二
頁
、
近
藤
龍
司
「
商
号

が
営
業
自
体
の
名
称
（
屋
号
）
と
し
て
も
使
用
さ
て
い
た
場
合
の
、

営
業
譲
受
人
に
よ
る
そ
の
屋
号
の
続
用
と
、
商
法
二
六
条
一
項
（
東

京
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
九
日
）
」
法
学
研
究
五
八
巻
七
号
八
九

ー
九
〇
頁
）
。
判
例
に
お
い
て
も
、
通
説
と
同
様
に
解
し
て
い
る

（
大
阪
地
判
昭
和
四
〇
年
一
月
二
五
日
、
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
七

月
一
二
日
、
東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
五
月
三
〇
日
）
。

　
他
方
、
二
六
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
営
業
上
の
債
務
は
企
業
財

産
が
担
保
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
債
務
の
引
受
を
し

な
い
旨
を
積
極
的
に
表
示
し
な
い
限
り
譲
受
人
が
併
存
的
債
務
引
受

を
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
企
業
財
産
の
現
在
の
所
有
者
で
あ
る
譲

受
人
に
も
責
任
を
負
わ
し
め
た
規
定
で
あ
る
と
い
う
（
服
部
榮
三

『
商
法
総
則
《
現
代
法
律
学
全
集
1
6
》
』
四
二
〇
頁
。
西
島
彌
太
郎

『
日
本
商
法
』
（
巌
松
堂
書
店
、
昭
和
一
二
年
）
で
は
、
「
営
業
財
産

は
債
権
の
担
保
的
存
在
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
）
。
し
か
し
、

営
業
上
の
債
務
に
つ
い
て
、
そ
の
債
権
者
が
、
実
際
上
、
営
業
財
産

を
担
保
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
営
業
が
譲
渡
さ
れ

た
場
合
に
、
担
保
権
が
設
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
譲
受
人

が
当
然
に
譲
渡
人
の
債
務
に
つ
い
て
弁
済
の
責
任
を
負
う
も
の
と
は

な
し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
（
近
藤
龍
司
「
商
号
が
営
業
自
体
の
名

称
（
屋
号
）
と
し
て
も
使
用
さ
て
い
た
場
合
の
、
営
業
譲
受
人
に
よ

る
そ
の
屋
号
の
続
用
と
、
商
法
二
六
条
一
項
（
東
京
地
判
昭
和
五
四

年
七
月
一
九
日
）
」
法
学
研
究
五
八
巻
七
号
八
九
－
九
〇
頁
）
。
ま
た
、

東
京
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
九
日
は
、
「
も
し
、
一
般
的
に
営
業

譲
渡
が
あ
れ
ば
譲
受
人
に
よ
る
債
務
引
受
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る

の
が
債
権
者
の
常
で
あ
る
と
か
、
た
だ
単
に
営
業
上
の
債
務
は
営
業

財
産
を
担
保
と
し
て
い
る
と
か
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

商
号
の
続
用
の
有
無
と
関
わ
り
な
く
、
営
業
の
譲
受
人
全
部
に
つ
い

て
同
様
の
法
定
責
任
を
負
担
さ
せ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
商
法
二
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六
条
一
項
が
と
く
に
商
号
の
続
用
を
要
件
に
か
か
げ
た
こ
と
は
無
意

味
な
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
本
条
を
お
く
意
味
が

薄
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
商
号
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

債
権
者
の
請
求
を
了
解
し
て
い
る
の
と
同
意
義
で
あ
る
か
ら
、
や
は

り
外
観
を
信
頼
す
る
債
権
者
を
保
護
す
る
見
地
か
ら
譲
受
人
の
弁
済

義
務
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

逆
に
商
号
を
続
用
し
な
が
ら
譲
受
人
の
弁
済
義
務
の
免
責
を
受
け
た

い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
商
法
二
六
条
二
項
の
よ
う
に
譲
渡
人
の
債
務

に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
旨
を
登
記
す
る
か
、
譲
渡
人
お
よ
び
譲

受
人
の
両
者
か
ら
債
権
者
に
対
し
て
譲
受
人
が
責
任
を
負
わ
な
い
旨

を
個
別
的
に
通
知
す
れ
ば
よ
い
。

三
　
商
法
二
六
条
の
趣
旨
を
上
記
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
、
本

件
判
決
で
は
、
「
具
体
的
な
知
、
不
知
を
問
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、

債
権
者
の
善
意
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
通
説
・
判
例
は
、

商
法
二
六
条
の
立
法
趣
旨
を
外
観
法
理
に
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
債
権

者
の
善
意
・
悪
意
を
要
件
と
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何

故
外
観
法
理
な
の
に
善
意
・
悪
意
を
問
わ
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
田
村
茂
夫
「
下
級
審
民
事
判
例
研
究
（
東
京

地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
九
日
）
」
西
南
学
院
・
法
学
論
集
一
五
巻

四
号
（
平
成
五
年
）
一
三
〇
頁
）
。
確
か
に
本
条
で
は
善
意
・
悪
意

を
区
別
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
趣
旨
を
外
観
保
護
と
す
る
な

ら
、
債
権
者
の
善
意
・
悪
意
を
区
別
す
べ
き
と
考
え
る
。
債
務
者
の

交
代
の
み
な
ら
ず
債
務
引
受
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い

る
場
合
に
ま
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
債
権
者
を
保
護
す
る
ま
で
も
な
い
。

学
説
（
田
中
誠
二
『
全
訂
商
法
総
則
詳
論
』
二
二
三
頁
、
高
鳥
・
前

掲
書
八
四
頁
、
）
や
判
例
に
お
い
て
も
、
「
営
業
譲
渡
の
事
実
お
よ
び

営
業
譲
受
人
に
よ
る
債
務
の
引
受
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
知
っ

て
い
る
営
業
譲
渡
人
の
債
権
者
に
つ
い
て
は
、
商
法
の
右
規
定
（
商

法
二
六
条
一
項
ー
筆
者
注
）
の
適
用
は
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
」
（
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
二
一
月
九
日
）
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
も
債
権

者
の
善
意
・
悪
意
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

四
　
つ
ぎ
に
「
屋
号
の
続
用
」
の
点
で
あ
る
。
本
件
判
旨
は
、
「
譲

渡
人
が
自
己
の
商
号
を
同
時
に
営
業
自
体
の
名
称
（
い
わ
ゆ
る
「
屋

号
」
）
と
し
て
も
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
譲
渡
人
の
「
商
号
」
を
譲

受
人
が
「
屋
号
」
と
し
て
引
き
続
き
続
用
す
る
場
合
も
営
業
主
の
交

代
を
債
権
者
が
容
易
に
知
り
え
な
い
こ
と
は
、
商
号
続
用
の
場
合
と

大
き
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
屋
号

の
続
用
も
商
法
二
六
条
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京

102



判例研究

地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
九
日
や
東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
五
月
三
〇

日
の
判
旨
を
踏
襲
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
譲
渡

人
の
商
号
か
つ
屋
号
を
譲
受
人
が
商
号
と
し
て
で
は
な
く
屋
号
と
し

て
続
用
す
る
例
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
商
法
二
六
条
一
項
を
類
推
適

用
し
て
、
営
業
の
譲
受
人
の
責
任
を
判
示
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
で
は
、
徳
川
時
代
の
終
わ
り
ま
で
庶
民
は
一
般
に

姓
氏
を
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
商
人
が
そ
の
営
業

を
屋
号
を
も
っ
て
表
章
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
（
大
隅
健
一
郎
『
商

法
総
則
』
（
有
斐
閣
、
平
成
四
年
）
一
八
二
頁
、
鴻
常
夫
『
商
法
総

則
』
（
弘
文
堂
、
平
成
六
年
）
一
八
八
頁
）
。
屋
号
は
我
が
国
に
お
い

て
商
人
や
営
業
の
同
一
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
商
号
と
同
様
の
機

能
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
丸
山
秀
平

「
（
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
一
九
日
ご
金
融
・
商
事
判
例
五
九

三
号
五
一
頁
、
丸
山
秀
平
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』
（
東
林
出
版

社
、
平
成
一
〇
年
）
。
同
旨
、
近
藤
龍
司
「
商
号
が
営
業
自
体
の
名

称
（
屋
号
）
と
し
て
も
使
用
さ
て
い
た
場
合
の
、
営
業
譲
受
人
に
よ

る
そ
の
屋
号
の
続
用
と
、
商
法
二
六
条
一
項
（
東
京
地
判
昭
和
五
四

年
七
月
一
九
日
）
」
法
学
研
究
五
八
巻
七
号
八
九
－
九
〇
頁
、
近
藤

光
男
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』
（
有
斐
閣
、
平
成
一
二
年
）
一
三

〇
ー
二
二
一
頁
）
。
そ
の
意
味
で
は
商
号
と
屋
号
の
共
通
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
商
法
二
六
条
が
債
権
者
の
信
頼
保
護
と
い
う

立
法
趣
旨
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
屋
号
と
し
て
続
用
す
る
場
合
で
も
、

同
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
東
京
地
判
昭
和
五

四
年
七
月
一
九
日
）
。
そ
れ
故
、
本
件
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
考
え

る
。五

　
以
上
よ
り
商
法
二
六
条
の
趣
旨
を
通
説
・
判
例
の
よ
う
に
考
え

る
と
し
て
も
、
悪
意
の
債
権
者
は
適
用
の
範
囲
外
と
考
え
る
。
そ
れ

故
本
件
に
お
い
て
善
意
・
悪
意
の
区
別
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。
ま
た
、
屋
号
の
続
用
の
点
で
あ
る
が
、
屋
号
は
我
が
国

に
お
い
て
商
人
や
営
業
の
同
一
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
商
号
と
同

様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
、

屋
号
の
続
用
は
商
法
二
六
条
一
項
を
類
推
適
用
で
き
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
島
　
真
策
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